
大阪府シカ・イノシシ保護管理検討会設置要綱 
 

（名称） 
第一条 本会は、「大阪府シカ・イノシシ保護管理検討会」（以下「検討会」という。）と称

する。 
 
（目的） 
第二条 検討会は、大阪府が策定したシカ及びイノシシについての保護管理計画（以下「保

護管理計画」という。）の実施方法、実施内容等について検討・評価を行うとともに、関

係者の合意形成を図り連携して保護管理を推進することを目的とする。 
 
（所掌） 
第三条 検討会は、次の掲げる事項を所掌する。 
一 保護管理計画の計画内容、管理目標、実行方法及び進捗状況等の検討及び評価に関

すること。 
二 シカ、イノシシの個体数管理のための年度計画の検討及び評価に関すること。 
三 保護管理計画の見直しの検討に関すること。 

 
（構成） 
第四条 検討会は、別表１に掲げる委員で組織する。 
２ 検討会で協議すべき事案の整理、市町村との意見集約・調整のため、別表２に掲げる

職員を幹事として置く。 
 
（会長） 
第五条 検討会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 
２ 会長は、検討会を代表し、会務を総括する。 
３ 会長は、会長が必要と認める者に対し意見を聴き、説明を求めることができる。 
４ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 
 
（会議） 
第六条 検討会の会議（以下「会議」という。）は、委員又は大阪府環境農林水産部動物愛

護畜産課長の要請により会長が招集する。 
２ 各種団体の委員は、あらかじめ会長の承諾を得て代理人を出席させることができる。 
３ 会長が認めたときは、会議に委員以外の者を出席させることができる。 
 
（事務局） 
第七条 検討会の事務局は大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課に置く。 
２ 事務局は、検討会の資料作成、検討結果のとりまとめ等、検討会の事務を処理する。 
 
（その他） 
第八条 この要綱に定めるものの他、検討会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。 
２ 会長は、検討会の運営に関し、必要に応じて委員の意見を求めることができる。 
 
 附 則 
 この要綱は、平成 23年４月１日から施行する。 
 附 則 
この要綱は、平成 28年 8月 25日から施行する。 


